
１４ 災害時応援協定

オ 水道事業協同組合

【丸子地域】

災害等の応急措置に関する協定書

丸子町長（以下「甲」という。）、丸子町水道工事業協同組合（以下「乙」という。）は、地震、

風水害その他の災害及び配水管破裂（以下「災害等」という。）時における応急措置の万全を期

するため、次のとおり協定を締結する。

（趣旨）

第１条 この協定は、丸子町防災計画（以下「防災計画等」という。）に基づき、甲が乙の協力

を得て行う。災害等による応急措置（以下「応急措置」という。）を円滑に実施するため、そ

の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

（協力要請）

第２条 甲は、防災計画等に基づき応急措置を実施する必要が生じた場合は、次の各号に掲げ

る事項を明らかにした文書により乙に協力を要請するものとする。ただし、文書をもって要

請することが困難な場合は、電話等により要請し、事後文書を提出する。

(1) 災害等の状況及び協力を要請する事由

(2) 必要とする人員

(3) 必要とする資材及び機材の種類並びに数量

(4) 必要とする活動場所、活動内容及び期間

(5) その他必要事項

（協力の実施）

第３条 乙は、甲から応急措置の要請を受けた場合は、業務上の支障又はやむを得ない理由の

ない限りこれを受諾し、甲の現地責任者の指示を受け要請に従って応急措置に従事するもの

とする。

（報告）

第４条 乙は、前条の規定に基づき応急措置に従事した場合は、随時その活動内容等の経過に

ついて報告するとともに、その業務を完了したときは、速やかに次の各号に掲げる事項を文

書をもって、甲に報告するものとする。

(1) 応急措置に従事した人員及び名簿

(2) 応急措置に使用した機械類の種別及び台数

(3) 応急措置に従事した人員のそれぞれの応急措置に従事した時間

(4) 応急措置に使用した機械類の使用時間数

(5) その他必要な事項

２ 甲は、前項による応急措置の完了報告を受けたときは、乙に対し速やかに協力要請の解除

を通告するものとする。

（連絡責任者）

第５条 応急措置に関する事項の伝達並びにこれに関する連絡の確実及び円滑を図るため、あ

らかじめ甲乙共の連絡責任者を定めておくものとする。

（経費の負担）

第６条 この協定に基づく応急措置のために要した経費は、甲乙協議のうえ定める額を甲が負

担する。

２ 前項の規定により、甲が負担する井用の精算単価は、災害等発生における実勢単価とする。



（災害補償等）

第７条 甲は、第３条の規定に基づき業務に従事した者が、そのために死亡し、負傷若しくは

疾病にかかり、又は障害となった場合の災害補償は、労働者災害補償保険法（昭和２２年法

律第５０号）の適用がない場合、丸子町消防団員等公務災害補償条例（昭和４１年丸子町条

例第１６号）の規定により補償する。

２ 乙の環境活動により生じた建設機械の損傷の係る負担については、甲乙協議のうえ定める

ものとする。

（第三者に対する損害賠償）

第８条 応急措置中に、第三者に対して及ぼした損害については、その賠償方法及び賠償額は、

甲乙協議のうえ定めるものとする。

（費用等の請求）

第９条 乙は、第６条に規定する経費及び第７条に規定する災害補償等（以下「費用等」とい

う。）を請求するときは、甲の定めるところにより行うものとする。

（支払い）

第 10 条 甲は、前条の規定により費用等の請求があったときは、その内容を審査し、適当であ

ると認めたときは、その費用等を速やかに支払うものとする。

（協議）

第 11 条 この協定に定めのない事項又はこの協定について疑義が生じた事項については、甲乙

協議して定めるものとする。

（協定期間）

第 12 条 この協定の有効期間は、平成１０年７月１日から平成１１年６月３０日までとする。

ただし、この協定の有効期間満了１月前までに甲乙いずれからも何ら意思表示がないときは、

更に期間満了の日の翌日から１年間この協定の有効期間が延長されたものとし、以後の期間

についてもまた同様とする。

この協定の締結の証として、本書２通を作成し、甲乙署名押印して、各自１通を保有するも

のとする。

平成１０年７月１日

甲 （住所）丸子町大字上丸子１６１２番地

丸 子 町 長 堀内憲明

乙 （住所）丸子町水道工事業協同組合

理 事 長 山本忠義


